
 
 
 
 
 
 

 
業務名：道路占用等管理支援業務（令和７・８年度） 

 
 
 
 

仕様書 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

令和７年４月 
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構 

  



１ 件名 
 道路占用等管理支援業務（令和７・８年度） 
 

２ 総則 
 本仕様書は、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構（以下「機構」という。）
が発注する『道路占用等管理支援業務（令和７・８年度）』に適用する。 
 

３ 契約概要 
 本契約は、機構が令和 7 年度及び令和 8 年度に実施する道路管理業務（高速道路
（高速道路株式会社法（平成１６年法律第９９号）第２条第２項に規定する高速道路
をいう。以下同じ。）において行う、道路整備特別措置法その他の関係法令に基づく
道路管理者の権限の代行その他の業務）について、本仕様書『4 業務内容』に定める
業務等の事務処理を委託するものである。 
 

４ 業務内容 
 本業務は、機構横浜庁舎（神奈川県横浜市西区高島一丁目）に所在する総務部管理
課及び機構関西庁舎（大阪府大阪市中央区本町三丁目）に所在する関西業務部管理課
が実施する道路管理業務に関する事務を委託するものであり、受注者は、機構職員及
び高速道路会社（高速道路株式会社法第１条に規定する会社をいう。以下同じ。）と
密に連携を図りながら、主たる事務として次の(1)及び(2)に掲げるものを、補助的に
行う事務として次の(3)から(9)までに掲げるものを、それぞれ実施するものである。 
(1) 道路占用許可等事務 

 道路法第３２条、第３５条に基づく道路の占用の許可等及び第３９条に基づく占
用料の徴収に関する事務に係る申請書類の受付及び並び替え、審査、道路占用許可
書案の作成、道路占用料算定、伝票作成、台帳更新並びに実施状況の確認を行い、
その結果を報告することとし、下記のアからキまでに掲げる手順により事務を実施
する。 
ア 申請書等の保存 

 高速道路会社から送付された申請書等の電子データを管理に適した順序に並
び替えた後、指定された箇所に保存する。 

イ 申請書等の確認 
 高速道路会社から送付された申請書等について、法令適合性の確認、会社の作
成するチェックリスト及び書類の不備等の確認を行う。 

ウ 高速道路会社に対するデータ修正依頼 
 イにて確認した申請書等に不備等があった場合は、高速道路会社に対して資料



の修正や根拠資料の追加の依頼を行う。 
エ 占用料の算定 

 法令、関係通達等に基づき占用料の算定を行う。 
オ 決裁用書類の作成 

 道路占用許可書等の案、会社宛の通知、占用料内訳その他の許認可審査の機構
内決裁にあたり必要な書類の作成を行う。 

カ 占用料の納入告知書発行 
 占用許可を行った案件のうち占用料の徴収が必要な占用許可について、占用申
請者への納入告知書の発行（書面作成、郵送作業等）を行う。 

キ 納入告知書に関する問い合わせ対応 
 納入告知書を受領した占用申請者からの問い合わせ等があった場合の初期対
応を行う。 

(2) 占用管理台帳更新等事務 
 (1)に付随する事務として、次のア及びイに掲げる事務を実施する。 
ア 台帳の更新 

 機構で作成している占用物件の概要が一覧で確認できる台帳に、許可内容を反
映するとともに、高速道路会社から提出された占用にかかる名義人変更・廃止届
等を台帳に反映する。 

イ 会計伝票の作成 
占用料の請求を行った占用許可について会計伝票の作成を行う。 

(3) 固定資産税納付 （地方税法第３４３条第１項等に基づく機構資産への課税に対応
する事務をいう。以下同じ。）に関する補助的事務 
 機構所定の登録台帳への納税通知書の内容入力及びそれに基づく関係書類の電
子化と機構所定の会計伝票の作成、機構所定の登録台帳と課税明細書の照合と内容
不一致の有無の確認等を行うことに関して、機構と業務実施責任者の協議に基づき、
書類の整理、照合、収納、電子化、郵送その他簡易又は補助的な業務を行う。 

(4) 財産整理 （道路法第９２条に基づく高速道路建設時の付け替え道水路における底
地処理その他それに類する事務をいう。以下同じ。）及び不動産登記に関する補助
的事務 
 高速道路会社から送付された財産整理、不動産登記に関連する申請書等について、
土地調書と登記簿及び図面等との照合や書類の不備等の確認を行うことや、権利登
記の申請が必要となる場合におけるは、登記・供託オンライン申請システム（申請
用総合ソフト）を使用した登記嘱託書案を作成することに関して、機構と業務実施
責任者の協議に基づき、書類の整理、照合、収納、電子化、郵送その他簡易又は補
助的な業務を行う。 



(5) 承認工事等 （道路法第２４条本文の規定により道路に関する工事又は道路の維持
を行うことを承認し、及び同法第８７条第１項の規定により当該承認に必要な条件
を付することをいう。以下同じ。）に関する補助的事務 
 高速道路会社から送付された承認工事等に関連する申請書類について、資産増減
表に記載される資産数量と図面に記載される資産数量との照合や、法令適合性の確
認、会社の作成するチェックリスト及び書類の不備確認等を行った上で承認書案を
作成することに関して、機構と業務実施責任者の協議に基づき、書類の整理、照合、
収納、電子化、郵送その他補助的な業務を行う。 

(6) 特殊車両通行許可等 （道路法第４７条の２第１項及び第２項前段の規定により許
可をし、同項後段の規定により協議し、並びに同条第５項の規定により許可証を交
付すること及びその実施に当たり付随的に必要となる事務をいう。以下同じ。）に
関する補助的事務 
 当該許可申請がなされた際に高速道路会社からの送付される申請関係資料の分
類及び保管、当該資料記載内容と別途機構から受注者に対して利用環境を提供する
業務システムにおける登録内容の照合、当該システムを活用した許可証の様式を作
成すること等に関して、機構と業務実施責任者の協議に基づき、書類の整理、照合、
収納、電子化、システム操作、郵送その他補助的な業務を行う。 

(7) 法令違反車両等への対応に関する補助的事務 
 別途機構から受注者に対して利用環境を提供する業務システムにおける法令違
反車両のデータ抽出、当該データを基にした警告書、是正指導書その他発出文書の
書面を作成すること等に関して、機構と業務実施責任者の協議に基づき、書類の整
理、照合、収納、電子化、システム操作、郵送その他補助的な業務を行う 

(8) 逆占用手続（高速道路の敷地が国有財産、公有財産等である土地を占用又は使用
するために必要になる河川占用、公園占用、港湾占用、砂防設備占用、海岸占用そ
の他国有地や地方自治体の行政財産の使用等に関する手続をいう。以下同じ。）に
係る更新作業に関する補助的事務 
 高速道路会社から送付された逆占用に関連する申請書について、機構が保有する
逆占用物件一覧に記載される物件数量と図面に記載される物件数量との照合、法令
適合性の確認及び書類の不備確認等を行い、逆占用申請書案及び機構所定の会計伝
票等を作成すること等に関して、機構と業務実施責任者の協議に基づき、書類の整
理、照合、収納、電子化、郵送その他補助的な業務を行う。 

(9) その他の道路管理業務 
 (3)から(8)までに掲げる補助的事務に加えて、機構と業務実施責任者の協議に基
づき、前各号に準じた補助的な業務を行う。 

 



５ 受託者の要件 
本業務を受託する法人は、以下の(1)又は(2)に掲げる業務のうち一つ以上を、令和

２年１月１日以降において、２年以上の期間にわたり継続して実施した経験を有しな
ければならない。 
(1) 高速道路における高速道路会社法第５条第１項又は第２項に掲げる事業に係る

業務 
(2) 一般国道の指定区間における道路の新設、改築、維持、修繕、災害復旧その他の

管理に関する業務 
 
６ 業務実施責任者等の要件 

本業務の受注者は、業務実施責任者を１名以上定め、機構と受注者間の指示及び承
諾行為並びに本業務を実施する担当技術者への指示等を行うこと。この場合において、
当該責任者は、本業務の履行期間開始時点において、以下の(1)から(3)までに掲げる
要件のいずれか一つ以上を満さなければならない。 
(1) 道路法第７１条第４項に掲げる道路監理員を通算で１年以上務めた経験を有す

る 
(2) 高速道路会社法第５条第１項又は第２項に掲げる事業に通算で５年以上従事し

た経験を有する 
(3) 一般国道の指定区間に係る道路の新設、改築、維持、修繕、災害復旧その他の管

理に関する業務に通算で１０年以上従事した経験を有する 
 
７ 業務実施責任者の変更 

(1) 原則として、本業務の開始前及び履行期間内において業務実施責任者を変更する
ことはできない。ただし、受託者において次の各号に掲げる事情等が生じたときは、
機構に対して業務実施責任者の変更について協議することができる。 
ア 業務実施責任者の病休、死亡、退職その他これに類する就労状態等に係る事情 
イ 業務実施責任者の介護、看護その他一身上又は道義上の事情 
ウ 受託者の経営判断に基づく事情 
エ 前各号のほか、機構から業務実施責任者の変更を指示された場合 

(2) (1)による協議しようとする場合において、変更後の業務実施責任者は、変更前
の業務実施責任者と同等以上の資質や能力を有すると機構が認めた者でなければ
ならない。 

 
８ 想定される業務履行件数 

過年度の実績から想定される各業務の業務履行件数は次のとおりである。 



(1) ４−(1)に掲げる道路占用許可等及び４−(2)に掲げる占用管理台帳等更新（単
位：件） 

 
注）上表のうち、本来道路管理者の承認・同意が必要となる案件については、本業

務における委託対象には含めないものとし、当該含めない事案の全件数に占める
割合は概ね１割程度であり、その件数は表中 「計」欄に括弧書きで記載したとお
りである。 

(2) ４−(3)に掲げる固定資産税納付（単位：件） 

 
(3) ４−(8)に掲げる逆占用に係る更新（単位：件） 

 
(4) その他 

 業務の繁忙期（概ね１月から４月までの期間）における､本項(1)から同(3)まで
の事務に要する工数と、繁忙期以外において４に掲げるすべての業務を遂行するた
めの事務に要する工数は、月単位に区分した場合において、概ね同一である。 

 
９ 履行期間 
  履行期間は令和７年７月１4 日から令和９年６月３０日までとする。 
 
１０ 業務実施場所 

受注者は、機構横浜庁舎内の機構が指定する場所又は通信手段等を活用して機構横
浜庁舎内において事務を行う場合と同等の連絡・連携体制を確保できる環境であると
機構が認めた場所において本業務を実施するものとする。ただし、機構庁舎以外の場
所に執務環境を構築するために要する費用は受注者の負担とする。 

なお、受注者からの申し出に基づいて機構が認めた頻度及び方法により、業務の一
部を機構関西庁舎内で実施することは妨げない。 

 
１１ 業務打合せ 

(1) 業務を適正かつ円滑に実施するため、業務実施責任者と機構職員は常に密接な連
絡を取り、業務の方針及び条件等については相互に協議をして決定するものとする。  

東日本 首都 中日本 西日本 阪神 本四 計
新規 80 20 170 140 30 10 450（45）
変更 100 20 90 140 10 20 380（38）
更新 620 190 570 810 200 80 2470（247）
廃止 50 20 100 70 20 20 280（28）
計 850 250 930 1,160 260 130 3580（358）

東日本 首都 中日本 西日本 阪神 本四 計
271 30 145 262 36 23 912

東日本 首都 中日本 西日本 阪神 本四 計
164 38 251 211 64 9 988



なお、その内容のうち重要なものについては、業務実施責任者が書面（打合せ記
録簿）に記録し、相互に確認しなければならない。 

おって、当該連絡は積極的に電子メール等を活用し、電子メール等で確認した内
容については、必要に応じて書面（打合せ記録簿）を作成するものとする。 

(2) 定型的な打合せの実施 
業務着手時及び業務実施時は定期的に打合せを行うものとし、その結果について

は、機構の指示に応じて書面（打合せ記録簿）に記録し、相互に確認しなければな
らない。 なお、当該打合せの実施頻度は、原則として月２回とする。 おって、当
該打合せにおいては、機構は受注者に対し様式−１又は機構が指定する方法により
業務実施を依頼する案件を伝えるものとし、受注者は機構に対し前回打合せ以降の
業務の進捗を報告するものとする。 

(3) 打合せ場所 
原則として、機構総務部管理課との打合せは機構横浜庁舎において対面で実施す

るものとし、機構関西業務部管理課との打合せはｗｅｂ会議にて実施するものとす
る。ただし、機構と受注者の間で合意した場合は、この限りでない。 

 
１２ 貸与ＰＣについて 

(1) 業務履行に必要なＰＣについては、３台貸与する。ただし、受注者の求めに応じ
てその増減について合理的理由があると機構が認めた時は、この限りでない。 

(2) 貸与するＰＣの使用について、業務履行中に損傷・亡失が生じた場合は、機構に
報告するとともに、原則受託者の負担で原状回復するものとする 

(3) 貸与ＰＣは、機構総務部総務課が操作ログを取得している。操作ログにより契約
事項の違反が確認された場合は、関係法令等に定める手続きを行う。 

 
１３ セキュリティー 

業務履行にあたって庁舎ＬＡＮに接続されたＯＡ機器等を使用する必要が生じた
場合には、機構の指示に従うとともに、使用にあたっては機構のセキュリティポリシ
ーを遵守しなければならない。 

 
１４ 個人情報の取扱いについて 

(1) 基本的事項 
 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を処理するた
めの個人情報の取り扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、
個人情報の保護に関する法律（平成１５年５月３０日法律第５７号）第６６条第２
項第１号の規定に基づき、個人情報の漏えい、滅失、改ざん又はき損の防止その他



の個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。  
(2) 秘密の保持 

 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人
に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。この契約が終了し、又は解除さ
れた後においても同様とする。  

(3) 取得の制限 
 受注者は、この契約による事務を処理するために個人情報を取得するときは、あ
らかじめ本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。また、当該利用目
的の達成に必要な範囲内で、適正かつ公正な手段で個人情報を取得しなければなら
ない。  

(4) 利用及び提供の制限 
 受注者は、機構の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理す
るための利用目的以外の目的のために個人情報を自ら利用し、又は提供してはなら
ない。  

(5) 複写等の禁止 
 受注者は、機構の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理す
るために機構から提供を受けた個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製し
てはならない。  

(6) 再委託の禁止 
 受注者は、機構の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理す
るための個人情報については自ら取り扱うものとし、第三者にその取り扱いを伴う
事務を再委託してはならない。なお、機構の指示又は承諾により第三者に個人情報
の取り扱いを伴う事務を再委託する場合（二以上の段階にわたる委託を含む。）に
は、受注者は当該第三者に対して、個人情報の保護に関する法律（平成１５年５月
３０日法律第５７号）第６６条第２項第４号に基づく個人情報の漏えい、滅失、改
ざん又はき損の防止その他の個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を
講じさせなければならない。  

(7) 事案発生時における報告 
 受注者は、個人情報の漏えい等の事案が発生し、又は発生するおそれがあること
を知ったときは、速やかに機構に報告し、機構の指示に従うものとする。この契約
が終了し、又は解除された後においても同様とする。  

(8) 資料等の返却等 
ア 受注者は、この契約による事務を処理するために機構から貸与され、又は受注

者が収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、この契約の終了
後又は解除後速やかに機構に返却し、又は引き渡さなければならない。ただし、



機構が破棄又は消去など別の方法を指示したときは、当該指示に従うものとする。
なお、機構の指示又は承諾により個人情報が記録された資料等を複写等した場合
には、確実にそれらを廃棄又は消去するとともに、証明書（別紙−１）を機構に
提出しなければならない。 

イ 前述の規定は、機構の指示又は承諾により第三者に個人情報の取り扱いを伴う
事務を再委託する場合（二以上の段階にわたる委託を含む。）において準用する。 

(9) 管理の確認等 
 機構は、受注者における個人情報の管理の状況について適時確認することができ
る。また、機構は必要と認めるときは、受注者に対し個人情報の取り扱い状況につ
いて報告を求め、又は検査することができる。 

(10) 管理体制の整備 
 受注者は、この契約による事務に係る個人情報の管理に関する責任者を特定する
など管理体制を定めなければならない。  

(11) 従事者への周知 
 受注者は、従事者に対し在職中及び退職後においても、この契約による事務に関
して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用して
はならないことなど、個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならな
い。  

 
１５ その他 

(1) 高速道路会社との申請書等データのやり取りの方法については機構が指示する
こととし、その指示に従うこととする。 

(2) 本仕様書の記載事項に疑義や変更が生じた場合には、機構と業務実施責任者が協
議し決定するものとする。  

 
 



 

 

 
 

様式−１

下記のとおり資料作成を依頼します
年月日 ●月●日
依頼者 ●●(機構)
対象会社 ●●高速

段階

№ 会社決裁番号 占用申請者 物件概要 区分 申請受領日 備考 作成書類 作成日 整理コード 許可書文書番号 許可日 台帳記載 納入告知書発行 伝票作成
例 中高金支富保第●●●号 中部電力パワーグリッド 電線、電柱、●● 更新 ●月●日 ▲月▲日まで 道路占用許可書、許可会社宛通知、占用料内訳 ●月●日 ●●●●●●●● 総管第●●●号 ●月●日 済 済 済

1
2
3
4
5
6
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

上記のとおり作業を実施したので報告します
年月日 ●月●日
回答者 ●●(受注者)

以下別紙

業務実施依頼書 兼 業務実施報告書

受注者記載欄機構記載欄受注者記載欄
決裁前 決裁後

機構記載欄



別紙―１ 

証明書 
 

業務名：            
受注業者：           
証 明 者：           

 
個人情報が記録された資料等について、廃棄又は撤去したことを証明します。 

 
 

※以下は、紙により提出する場合において、押印を省略する場合のみに提出すること。 
連絡先は２以上記載すること。 

本件責任者（会社名・部署名・氏名）：     
担当者（会社名・部署名・氏名）：       
連絡先１：                  
連絡先２：                  

 
（※証明者については、「業務実施責任者」が行うものとする。） 

 


